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総 合 資 源 エ ネ ル ギ ー 調 査 会 原 子 力 安 全 ・ 保 安 部 会

リ ス ク 情 報 活 用 検 討 会 第 １ ３ 回 議 事 録

日 時：平成 22 年 9 月 30 日（木）15:59 ～18:04

場 所：経済産業省別館３階第４特別会議室

議 事 ：

１．ウラン加工施設のリスク情報活用の取り組みについて

２．リスク情報活用に係る原子力安全基盤機構（ＪＮＥＳ）のこれまでの取り組み

状況について

３．リスク情報活用に係る電気事業者のこれまでの取り組み状況について

４．リスク情報活用に係る日本原子力技術協会のこれまでの取り組み状況について

５．その他

議事内容

○生越課長 それでは、定刻になりましたので「第１３回リスク情報活用検討会」を開催

いたします。

本日は御多用の中、御出席くださいまして誠にありがとうございます。

それでは、山口主査、よろしくお願いいたします。

○山口主査 それでは、第１３回のリスク情報活用検討会、よろしく御審議お願いいたし

ます。

前回は、リスク情報活用検討会の当面の審議内容、それから、これまでの審議結果並び

に発電所関係の保安院の取り組み状況について整理したものを事務局から説明していただ

きました。

今回は、ウラン加工施設に関するリスク情報活用の取り組み、リスク情報活用に係る原

子力安全基盤機構、電気事業者、日本原子力技術協会の取り組み状況について報告をいた

だきまして、御議論いただければと思います。

それでは、事務局から、定足数の確認と配付資料の確認をお願いいたします。

○生越課長 それでは、まず初めに、委員の御紹介ですけれども、前回御欠席されました

東京大学の古田委員におかれましては、本日、御出席いただきましたので、御紹介させて

いただきたいと思います。

○古田委員 東京大学の古田でございます。よろしくお願いします。

○生越課長 それから、定足数でございますけれども、総合資源エネルギー調査会運営規
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定上、定足数は臨時委員の過半数ということでございまして、本日は 12 名中９名の御出席

をいただいておりますので、本委員会は有効に成立してございます。

引き続き、配付資料の確認をさせていただきます。お手元の配付資料一覧をごらんいた

だきながら御確認いただければと思います。

まず、資料１３－１でございます。「ウラン加工施設のリスク情報活用の取り組みにつ

いて」。

それから、資料１３－２－１でございます。「リスク情報活用に係る原子力安全基盤機

構（ＪＮＥＳ）のこれまでの取り組み状況について」。

それから、資料１３－２－２でございます。「安全実績指標、安全重要度及びプラント

毎の総合評価」。

それから、資料１３－３「電気事業者のリスク情報活用における品質確保に関する取り

組み状況」。

資料１３－４「リスク情報活用に係る日本原子力技術協会のこれまでの取り組み状況に

ついて」。

それから、参考資料でございます。

参考１３－１「ＰＳＡピアレビューガイドライン」。

それから、参考１３－２「安全目標に関する調査審議状況の中間とりまとめ」。参考１

３－２につきましては、前回の御議論の中で、この原子力の分野におけるリスクの定義と

いうことでお話ございましたので、参考１３－２ということで資料を配付させていただき

ました。

○山口主査 どうもありがとうございました。

資料に不足はございますでしょうか。もし不足がありましたら、事務局までお申しつけ

ください。よろしいでしょうか。

それでは、議事に入りたいと思います。前回、第１２回の本検討会におきまして、原子

力発電所に関するリスク情報活用に係る保安院の取り組み状況を御説明いただきましたが、

その際に、発電所以外の議論も必要ではないかという御指摘がございました。それで、本

日は、最初にウラン加工施設に関するリスク情報活用の取り組みについて、事務局より説

明をしていただきたいと思います。では、お願いいたします。

○真先核サ課長 私、核燃料サイクル規制課長の真先でございます。よろしくお願いいた

します。

本日御用意させていただきました資料１３－１「ウラン加工施設のリスク情報活用の取

り組みについて－総合安全解析（ＩＳＡ）を用いた試み－」という表題がついてございま

すが、こちらの資料を使いまして概略御紹介させていただければと考えてございます。

まず、１枚おめくりいただきまして、最初のページ、恐縮ですが、ページ番号が右下に

薄く、明確に印刷されておりませんが、１ページ目でございます。最初に、釈迦に説法で

ございますけれども、「主な背景・経緯」ということで、これまでの流れのおさらいをさ
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せていただければということで記載してございます。

最初に、平成１５年原子力安全委員会決定でリスク情報を活用した原子力安全規制導入

の基本方針について、とこちらがスタートポイントでございます。途中、平成１５年、そ

れから、平成１７年の段階で、主として加工施設ないし再処理施設、それから、その他の

原子力施設、いわゆる発電用原子炉施設以外の原子炉施設に係るリスク情報の取扱いとい

うことについて、基本的に検討していくというスタンスが示されてございます。

この中で、平成１７年の段階で、原子力安全規制への「リスク情報」活用の当面の実施

計画ということで、これは平成１９年に改訂してございますけれども、こちらの中で、そ

れまで一般的に広く任意に検討する等々の記載になっていたわけでございますが、より具

体的に、この１７年に策定した実施計画の中で、燃料加工施設のうち、ウラン加工施設に

ついて、米国ＮＲＣのＩＳＡ手法を参考に主要な工程に対するＩＳＡを実施し、その作業

を通してＩＳＡ手順書案を改良すると、こういう取り組みにしておったわけでございます。

おさらいでございますので、恐縮でございますが、この資料の後ろの方に参考資料が付

いてございます。７ページをお開きいただきますと、「ＩＳＡ」という用語自体が少しな

じみにくいところもあろうかと思いまして、ＩＳＡについてということで説明資料を付け

させていただいております。

ＩＳＡは、ＩＲＯＦＳと呼んでおりますが、安全確保項目を選定し、それらの妥当性を

判断する手法と定義づけられております。ＩＲＯＦＳというのがなかなか概念的に難しゅ

うございますが、注釈をつけてございます。一番下の行をごらんいただければと思います

が、「事故の発生・進展を防止又は被ばく量を緩和するための構築物、系統、機器及び作

業者の対応、操作」と、こういうふうに位置づけているわけでございます。

なかなか、ぱっと概念的に理解が難しいところがあるかと思いますが、次の矢印のとこ

ろに書いてございますけれども、いわゆるＰＳＡとの比較というふうに考えますと、ＩＲ

ＯＦＳの故障・失敗の発生確率は、ＩＲＯＦＳ全体を１つの系としてとらえるという意味

合いでございますが、この発生確率は、ＩＲＯＦＳの種類・管理形態、故障・失敗実績を

基に、指数として概略値を与えるという半定量的手法を許容するということでございます。

ＰＳＡとの対比で言いますと、ＰＳＡで必要な定量的な機器故障率データは必ずしも必須

ではない。こういう違いがあることが前提になっているわけでございます。

しかしながら、基本的な考え方としては同様でございますので、リスクレベルの高い事

故シーケンスについて詳細な検討が必要な場合には、定量的なデータを用いて、ＰＳＡと

同様な、より定量的な評価を行うこともできると、このような形になっているわけでござ

います。

もう一枚お開きいただきますと「ＩＳＡとＰＳＡの共通点・相違点について」という表

題をつけた紙がございます。

共通点としまして、事故シーケンス検討及び放出量評価は基本的にほぼ同じである。

相違点として、ＩＳＡでは、頻度評価において、機器故障及び人的過誤の確率について、
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指数として概略値を与えることを許容するということで、右側に示してございますような

マトリックスの形で当てはめて、その影響を整理すると、こういうような取り組みになっ

ているわけでございます。

１ページに戻っていただきまして、米国ＮＲＣで既に採用されたＩＳＡ手法が前提にな

っていて、これをひな型に、１つ日本に導入してくると、こういうような取り組みを今ま

で行ってきていると御理解いただければよろしいかなと思っております。

１枚おめくりいただきまして、この実施計画に基づきまして、私ども、検討体制として、

このような形で体制を組んで取り組んでおるということを示してございます。

もう一枚おめくりいただきますと、この体制を少し書いてございます。ＪＮＥＳの方で、

ウラン加工事業者の協力を得てＩＳＡ手法の整備を進め、２１年度にはＩＳＡ手順書（案）

のとりまとめまで来ているという状況でございます。

２ページの体制をご覧いただきますと、ＪＮＥＳの四角の中にＩＳＡ手順書（案）等の

整備と。これを実施するに当たりまして、米国ＩＳＡ関連文献調査等、こういう情報を基

に手順書（案）を整備していくということでございます。

一方、事業者におきましては、ＩＳＡ試解析を行いまして、この結果を手順書（案）に

また入れ込んでいくような、そういう関係でつくり上げていっているということでござい

ます。

このような形で全体を進めるに当たりましては、専門家から成る検討会の御意見を伺い

ながら進めてきていると、こういう状況であるということでございます。

３ページでございますけれども、先ほど述べましたとおり、１７年、それから、１９年

の実施計画を踏まえまして、現段階では、昨年度までにＩＳＡ手順書（案）をまずはとり

まとめたというところになっております。

事業者におきましては、ＩＳＡ手順書（案）に基づいて、自主的な保安活動として代表

工程についてまずＩＳＡを実施し、得られたリスク情報を現場に反映して知見を蓄積して

いく計画と、このような形で考えてございます。

私どもといたしましては、そのような自主的な保安活動により得られる知見などを活用

して、安全規制のリスク情報の具体的活用策を並行して検討していこうと、基本的にはこ

のような考えで進めているということでございます。

もう一枚おめくりいただきまして、今の話をもう少し具体的に示したものでございます

が、その次の５ページに検討スケジュールというものも併せて示しております。４ページ

と５ページを行ったり来たりで恐縮なのでございますが、５ページの絵もご覧いただきな

がら説明をお聞きいただければと思ってございます。基本的に、先ほどの体制の形で私ど

も保安院、それから、ＪＮＥＳ、事業者の３者で定期的に情報交換を実施し、ＪＮＥＳに

おきます検討会においてコメントをいただきながら、その進め方の見直しも行いながら、

全体の計画を前に進めていっていると、こういう状況でございます。

現在の状況でございますけれども、５ページのスケジュール表をごらんいただきますれ
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ばよろしいかなと思うのですが、まず、事業者側のところでございますけれども、４番の

自主的な保安活動の実施ということで、一応、今年末ごろまでに実施する代表工程のＩＳ

Ａ結果をまず出していただいて、保安院とＪＮＥＳで行うレビューに基づく見直しを実施

する。

これに先立ちまして、２番のＪＮＥＳの方では、評価マニュアルの整備を進めてきてい

るという状況になってございます。これに基づいて試解析のレビューをしつつ、また内容

も見直していく、こういう取り組みをしていく計画にしてございます。

今、申し上げたとおりでございますが、ＪＮＥＳの方は、ＩＳＡ結果に基づく評価マニ

ュアルの整備を並行して進めていくわけでございますが、レビューを行うということでご

ざいます。事業者より自主的な保安活動から得られた知見、情報提供を受けつつ、手順書

もまた見直していく。それから、リスク情報活用の基本ガイドラインというのをまたとり

まとめていくという取り組みを今後していくということでございます。

更に、そこからまた波及するものといたしましては、例えば、加工事業に係る設計及び

工事の方法の認可の技術基準解釈集等もまた別の取り組みで進めてございますが、こちら

の方にまた入れ込んだりするということも構想の中に入っております。

このような形で進めつつ、先ほど申し上げたとおり、私どもの方では、安全規制活動に

どのように活用できるのかという視点も持ちながら検討を進めていきたい。その進捗状況

につきましては、適宜この検討会でも御報告をさせていただければと考えているところで

ございます。

雑駁でございますが、私からの説明は以上でございます。ありがとうございました。

○山口主査 ありがとうございました。

それでは、ただいまの説明につきまして御質問等ありましたら、お願いいたします。い

かがでしょうか。特によろしゅうございますか。

それでは、ウラン加工施設につきましては、また適宜進捗状況をこの検討会でも御報告

していただけるということですので、今日のところは取り組みの現状をざっと御紹介いた

だきましたので、また今後ともしっかり御議論いただければと思います。では、どうもあ

りがとうございました。

それでは、次に、原子力安全基盤機構、電気事業者等のこれまでの取り組み状況を説明

いただきたいと思います。前回の検討会におきまして、当面の審議内容について確認をし

ていただいたところでございます。その中で、今年度中に来年度以降の実施計画をとりま

とめるということを御紹介したわけでございますが、この実施計画に基づきまして、原子

力安全基盤機構において各種の取り組みが進められてございます。まず、その原子力安全

基盤機構から、その取り組みの状況について説明をしていただきたいと思います。では、

よろしくお願いします。

○ＪＮＥＳ（藤本） ＪＮＥＳの藤本でございます。

資料１３－２－１を使いまして、ＪＮＥＳのこれまでの取り組み状況について御紹介い
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たしたいと思います。

１枚めくっていただきまして、目次がございますけれども、２項のところに具体的な実

施項目が並んでございます。これは、実施計画の項目をここに挙げてございます。項目は

大きくは４つの分野に分かれておりまして、「設計・建設分野」、２番目の「検査・運転

分野」、３番目の「事故故障対応・防災分野」、４番目の「基盤整備等」でございます。

次のページから、各々について簡単に御紹介いたします。２ページの「まえがき」は飛

ばしまして、３ページにまいります。「設計・建設分野」のうちの１項目目でございます。

これは「工事計画認可・届出の対象設備の妥当性評価」でございます。

具体的には、目的のところにございますように、今の工認の認可・届出の対象設備であ

るとか記載事項、これは技術基準等を基に決められてございますけれども、これに対して、

リスク情報を活用して、リスク情報から得られる重要度という概念がございますけれども、

それを用いて対象範囲の妥当性を評価するという目的でございます。

実施内容といたしましては、まず、もともとの考え方の整理を行いまして、次に、リス

ク上重要度を用いて対象範囲の妥当性を評価する手法を検討いたします。この手法を用い

て具体的に妥当性を評価しているものでございます。

３番目が、これまでの主な成果でございます。右の方に絵がございますけれども、これ

はＢＷＲ評価結果の例でございます。ここでは重要度として、ちょっと字が細かくて申し

訳ないのですけれども、横軸にＦＶ重要度、ファッセルベズリー重要度というものです。

それから、縦軸がＲＡＷと書いてございますけれども、これはリスク増加価値と呼ばれる

ものです。この２つの重要度について、各々の設備がどのようなリスク上の重要性を持っ

ているかを評価いたしまして、これをプロットしたのがこの絵でございます。色が濃い部

分と薄い部分が３か所ありますけれども、ここにある部分はリスク上重要であるとみなし

まして、これらが工認の範囲に入っていることを確認しているものでございます。

次に、４ページ、「設計・建設分野」の２番目は「地震ＰＳＡに係る事業者の安全性評

価のレビュー」でございます。御存じのように、耐震設計審査指針の改訂がございまして、

「残余のリスク」を事業者の方が評価することになってございますけれども、この評価の

レビューのための支援という位置づけで実施しているものでございます。

実施内容にありますけれども、簡単には「残余のリスク」は地震ＰＳＡで評価いたしま

すけれども、地震ＰＳＡは地震ハザード、フラジリティ、事故シーケンスの３つに大きく

分けられます。それらについて、データベースであるとか、評価モデルの整備を行ってき

てございます。

これまでの主な成果のところにございますように、ハザードについては、これは決定論

的なバックチェックが先行して行われているわけですけれども、その中間結果等も踏まえ

て、このハザードデータを整備している。

それから、２番目のフラジリティについては、これは機器の壊れやすさを示すものでご

ざいますけれども、加振試験等の結果を基にデータを整備しているところでございます。
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それから、３番目としては、事故シーケンス、ここでは炉心損傷を考えてございますけ

れども、炉心損傷に至るシーケンスについて、プラントを幾つかのグループに分類してお

きまして、そのグループの代表プラントについて、そのモデルをつくっているところでご

ざいます。

次の５ページに、今、申し上げた３つの段階について簡単に絵を描いてございます。

左上が全国１８サイトでのハザードの整備にかかわるものでございます。

右側はフリジリティデータの整備の例ということで、従来の耐力というのが緑色の部分

がございますけれども、これに対して、加振試験等の結果から、より現実的な耐力という

ものを評価している例でございます。

左下は事故シーケンスのモデルの整備状況をあらわしている図でございます。

続きまして、６ページに行きまして、これは２番目の大きな分野である「検査・運転分

野」の１番目の項目でございます。（２）－１として「保全プログラムの充実及び安全確

保上重要な行為に着目した検査」。これは実は大きく２つの内容に分かれてございます。

最近導入されました新検査制度の中で、まず、事業者が作成される保全計画についてレビ

ューするための情報を集めること。２番目は、安全確保上重要な行為というものですけれ

ども、これは保安検査の対象とする行為を選定するのにリスク情報を活用しているという

ものでございます。

１番目の保全プログラムの充実のところですけれども、実際にやっております内容とし

ては、先ほどの地震ＰＳＡと同じようにプラントの特徴を整理して、幾つかにプラントを

グループ化しております。それで、そのグループの代表プラントについて、機器の重要度

の整理とか、劣化モードの整理を行いまして、これらを基に保全計画の確認に使います保

全重要度であるとか、保全活動管理指標について設定を行ってございます。

それから、２番目の安全確保上重要な行為に着目した検査というのは、安全上の重要性

というのはいろんな意味がございますけれども、１つは、機器の保全活動がリスクに与え

る影響。それから、運転中と、これは停止中も含めてですけれども、運転操作であるとか、

保安活動がリスクに与える影響。それから、安全設備の系統構成を変える場合もリスクに

影響がございますけれども、これらの観点から、保安検査における立会い検査対象の候補

を抽出してございます。

７ページにまいりまして、具体的には、まず、保全プログラムの充実の方ですけれども、

リスク重要度をまず算出しまして、（ｂ）のところにございますように、従来の決定論的

な安全重要度にこのリスク重要度を加味して、保全重要度というのが決まってまいります。

それで、この保全重要度等を用いまして保全活動の管理手法の設定を行ってございます。

これは、実際に適用するに当たって保全計画の確認シミュレーションを事業者も含めた形

で行ったわけですけれども、その中でのガイドライン等にも活用してございます。

それから、（ｅ）にございますけれども、これに対応する民間基準として、参考２で一

番下に書いてございますけれども、ＪＥＡＣ４２０９とＪＥＡＧ４２１０が作成されてご
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ざいます。この作成についても、ここでの検討が一部反映されてございます。

（ｆ）にありますように、実際に平成２１年１月から保全プログラムが運用されている

わけですけれども、平成２２年９月の時点では、１プラントを除いて、大体、確認作業が

完了しているというフェーズまで来てございます。

２番目の安全確保上重要な行為に着目した検査については、具体的な検査項目として、

例えば「原子炉の起動又は停止に係る操作」であるとか「燃料の取替えに係る操作」等を

抽出してございます。これらに関する検査というのは、平成１９年及び２０年公布の省令

に基づいて既に開始されているところでございます。

８ページに保全プログラムの全体像を記載してございますけれども、この中でリスク情

報が使われているのは、オレンジ色に塗られている保全重要度の分類と、保全活動管理指

標の設定の部分でございます。各々については、右側に説明を書かせていただいておりま

すけれども、事業者での活動と、それを受けた保安院とＪＮＥＳの活動がございます。

続きまして、９ページに「検査・運転分野」の２番目でございますけれども、「安全実

績指標、安全重要度及びプラント毎の総合評価」でございます。安全実績指標というのは、

いわゆるＰＩ評価という言葉で呼ばれております。それから、安全重要度についてはＳＤ

Ｐ評価と呼ばれております。これについては、１３－２－２の資料でもう少し詳しく説明

してございますので、ここでは詳しい説明は割愛させていただきます。

続きまして、１１ページに移らせていただきます。「検査・運転分野」の３番目の項目

として「定期安全レビュー（ＰＳＲ）において実施するＰＳＡのあり方の検討」というも

のを実施してございます。ＰＳＲの中にはＰＳＡが含まれてございますけれども、現在は

任意事項としての実施という形を取ってございます。これに対して、将来的によりＰＳＡ

を活用する方法はないかという検討をしているのがこの項目でございます。

これまでの主な成果のところの右側にありますように、まずは当面のＰＳＡ活用の考え

方としては、ＰＳＲは大体１０年ごとに実施されるわけですけれども、過去の１０年を総

括したＰＳＡを実施して、いかに運転経験であるとか最新知見が反映されてきたかという

ことを評価するやり方が１つあるのではないか。

それから、２番目にありますのは、運転経験であるとか最新知見について、各々１つず

つについて、今までＰＳＡは評価の手段には使われておりませんけれども、それを評価す

る手段として考えて、例えば、運転経験の評価を行うというやり方もあるのではないかと

いうのがここの案でございます。

下の方に中長期的な活用例としてございますのは、１つは経年劣化。それから、もう一

つは、現在は内的事象の出力運転時と停止時のＰＳＡがＰＳＲでの対象範囲になってござ

いますけれども、火災ＰＳＡとか溢水ＰＳＡ等に手法の整備とかデータの整備が進んでま

いりますので、将来的には、まず火災ＰＳＡをＰＳＲの中で対象としていくことも考えら

れるのではないかというのがここの案でございます。

次に、１２ページにまいりまして「保安規定記載事項の妥当性評価」というものです。
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保安規定の中でも、許容待機除外時間、ＡＯＴと呼ばれるものがございますけれども、こ

の妥当性について「リスク情報」を使った評価ができないかという検討でございます。

具体的な実施内容といたしましては、ＰＷＲ、ＢＷＲからおのおの代表プラントを設定

いたしまして、対象機器としても、非常用ディーゼルとＥＣＣＳを対象にして、別途作成

されておりますリスク情報活用の基本ガイドライン等の要件について確認するとか、それ

から、実際にリスク評価を行うということを実施してございます。

これまでの成果のところに書いてございますけれども、この活動については、保安院と

ＪＮＥＳと電力が参加して、３者が共同して先行的試行という格好で今も継続してござい

ます。この検討の例としては、例えば、判断基準を、これまでの検討結果、これは参考文

献２にありますけれども、以前にＪＮＥＳで実施しました検討を参考に、炉心損傷頻度で

あるとか、格納容器機能喪失頻度の増分についての判断基準を考えてございます。それに

ついて具体的に非常用ディーゼル等の評価もしてございます。

次の１３ページに、今、申し上げました評価指標が左側に書いてございます。ハッチン

グしている部分が、待機除外が発生することによってリスクが増加した分の時間による積

分値を示してございます。この積分値を１つの判断基準に使うという考えでございます。

この評価例が右側にございますけれども、上にありますのがＢＷＲ５の非常用ディーゼ

ルの評価例、下が４ループＰＷＲの評価例でございます。ケースが幾つか、ＡＯＴの時間

を変えるとか、共通原因故障に関する過程を変える等の感度解析になってございます。

次に、１４ページに移らせていただきまして、これは３番目の項目である「事故故障対

応・防災分野」に関するものでございます。この分野の１番目の項目としては「安全情報

の分析・評価（前兆事象評価の適用）」と書いてございますけれども、これはいわゆるＡ

ＳＰ評価と呼ばれるものでございます。

目的のところに書いてございますけれども、これは安全情報と呼んでございますけれど

も、国内外の事故・トラブルに関して、このＡＳＰ評価を行うことによって、安全性への

影響の分析であるとか、安全上の重要度であるとか、経年というか、年を経るに従ってど

のように変わっていくかというリスクトレンド等の分析を行うというものでございます。

これについては、このＡＳＰの評価の枠組みを構築するとともに、試行を行うことによっ

て、どのような活用方策があるかということの検討を実際に行ってございます。

３番目のこれまでの主な成果のところにございますように、まず、ＡＳＰに係る評価の

枠組みを構築した上で、２番目としては、国内の安全情報、国内での事故・トラブルに関

してのＡＳＰの試行を実施してございます。

１５ページにこれまでの主な成果が続いてございますけれども、３番目としては、海外

でのトラブル事例が安全上重要な事象であるかの１次スクリーニングにこのＡＳＰ評価を

活用するという試行をいたしてございます。

１５ページの絵は、海外情報について、どのような評価をするかという流れを例として

記載してございます。
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次に、１６ページでございますけれども、これはアクシデントマネジメントに関する検

討でございます。御存知のように、出力時については、事業者でアクシデントマネジメン

トが整備されているわけですけれども、これに対して、停止時のアクシデントマネジメン

トが必要であるかどうかという検討でございます。

実施内容といたしましては、停止時に考えられるアクシデントマネジメントとか、その

実効性の検討であるとか、もともとのアクシデントマネジメントの狙いとか位置づけを踏

まえた検討を実施してございます。

次の１７ページにこれまでの主な成果として挙げてございますけれども、検討した結果、

停止時の炉心損傷頻度は十分に低いこと、もう一つは、出力時に対してアクシデントマネ

ジメントが整備されて、出力時の炉心損傷頻度も十分小さくなってきてございますので、

この辺を踏まえると、停止時のアクシデントマネジメントについては、自主的な位置づけ

でいいのではないかというのが結論になってございます。

ただ、停止時についてもリスク低減のための方策を検討するということは有効でござい

ますから、これは事業者の取り組みとして、例えば、設備の運用であるとか、手順書の整

備を含んだ運用管理等でリスクの低減を図ることは有益なことであると考えます。

１８ページからは、４番目の項目として「基盤整備等」について、取り組み状況をまと

めてございます。まず（４）－１と２は「基本ガイドラインの整備、ＰＳＡ品質ガイドラ

インの整備」でございますけれども、これら２つのガイドラインは平成１８年に整備が完

了してございまして、その後、現在、原子力学会等で民間基準等が作成されてございます

ので、それを将来的には技術評価するにはどうしたらいいかという検討もいたしてござい

ます。

続きまして、１９ページからは、ＰＳＡ手法の開発・高度化ということで、これは１つ、

「リスク情報」の活用の拡大に向けて、ＰＳＡ手法の一層の高度化を図ることが望ましい

ことでございますので、これについて、例えば、ＰＳＡモデルの高度化であるとか、地震

ＰＳＡモデルの整備とか精緻化、それから、火災ＰＳＡであるとか溢水ＰＳＡの手法の整

備等を実施してございます。

これまでの主な成果といたしましては、手順書の整備であるとか、地震時のレベル２と

か３の実際の解析を進める等の検討を進めてございます。

２０ページにまいりまして、次に、４番目として「ＰＳＡのためのデータの収集・整備」

でございます。ＰＳＡで用いるデータは最新知見を踏まえた更新が継続的に行われること

が必要でございます。まず１つは、原子力学会の方でも、ＰＳＡで用いますパラメータに

ついての標準が既に発行されておりますので、その標準も受けた機器故障率であるとか、

起因事象等の発生頻度の評価を行ってございます。

それから、火災ＰＳＡについては、ＯＥＣＤのプロジェクトである、例えば、ＰＲＩＳ

ＭＥであるとかＦＩＲＥのプロジェクトに参加して、火災伝播のシナリオのデータ等の収

集を図ってございます。
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最後に、２１ページ、「その他の原子力施設等に関する検討」でございますけれども、

先ほどウラン加工施設でのＩＳＡについて御紹介があったわけですけれども、これに加え

て、例えば、再処理施設について、主要な事象に関してのＰＳＡの整備を行うとか、その

結果を基にリスク情報の活用を行う等の検討をしてございます。

概略でございますけれども、ＪＮＥＳの活動については以上でございます。

続いて、もう一件、１３－２－２の資料について御説明したいと思います。

○ＪＮＥＳ（内田） ＪＮＥＳの内田でございます。

引き続きまして、我が国の安全規制にリスク情報を活用した事例ということで、当面の

実施計画における「検査・運転分野」の実施項目２－２「安全実績指標、安全重要度及び

プラント毎の総合評価」について御説明をさせていただきます。

ページを開けていただきまして、目次となっておりますが、本日の説明では、まず「は

じめに」といたしまして、当面の実施計画における実施内容等について説明をいたします。

続きまして、検査制度改善の方向性と「リスク情報」をどのように活用していくかについ

ての話、３番目といたしまして「安全重要度評価」について御説明いたします。最後に、

安全重要度評価につきまして、リスク情報を活用するという観点から「まとめ」をさせて

いただきます。

２ページに行きまして、まず「はじめに」ということですが、検査制度の改善の方向性

が平成１８年にとりまとめられまして、それを踏まえた上で、本検討会におきまして「安

全実績指標、安全重要度評価及びプラント毎の総合評価」という実施項目を当面の実施計

画に追加をいたしまして検討を進めていくという形で、柔軟な対応を取っていただきまし

た。

この実施項目では、下に実施項目ということで（ａ）（ｂ）（ｃ）とございますが、そ

れぞれの事項につきまして、評価の仕組みですとか、実際、手法を整備していくとともに、

それを評価マニュアル等に反映して、実施ガイドラインの策定にも寄与するという形で業

務を進めてきました。本日は、この実施項目が３つあるわけですが、（ｂ）安全重要度評

価の検討につきまして焦点を当てて説明をいたします。

３ページに行きまして、「検査制度改善の方向性と『リスク情報』の活用」ということ

でまとめさせていただいております。「原子力施設に対する検査制度の改善について」が

平成１８年９月に保安院から出されまして、その中で、検査制度の改善につきましては３

つの方向性、下にありますが、保全プログラムに基づく保安活動に対する検査制度の導入、

安全確保上重要な行為に着目した検査制度の導入、そして方向性３として、根本原因分析

のためのガイドラインの整備等でございます。本日説明いたします安全重要度評価という

のは、この方向性３の中に含まれておりますプラント毎の総合評価というところで言及さ

れているものでございます。このような方向性、そして、その下にリスク情報をどのよう

に使うかということを少しまとめさせていただいておりますが、これらを検討していった

わけでございます。



- 12 -

次に、４ページに行かせていただきます。安全重要度評価（ＳＤＰ評価）へのリスク情

報活用について説明をいたします。

下の図は、安全重要度評価へのリスク情報活用の検討経緯をまとめて示してみたもので

ございます。平成１７年ころから手法等の検討が始まりまして、平成１８年に検査制度の

改善の方向性が出されました。これを踏まえた形で、平成１９年１月には当面の実施計画

を改訂していただいて、その中でリスク情報の活用について検討していくということが行

われてきたわけでございます。

また、評価手法の整備等につきましては、ＪＮＥＳ内に設置されましたＰＩ／ＳＤＰ検

討会というのがあるのですが、そういう検討会の中で議論をしていただいて、それを踏ま

えて評価手法等の整備を行うという形で業務を進めてきております。

これらの業務を通じまして、平成２２年度から開始された保安活動総合評価の試験的運

用において、リスク情報の活用というものもその一環で開始をされたという状況にござい

ます。

また、これらの検討経緯を踏まえますと、評価手法の整備等、あるいは学識経験者の先

生方による検討などに加えまして、実際に評価の実地シミュレーションですとか、あるい

は関係者に対する研修ですとか、そういったこともリスク情報を安全規制に活用する場合

には重要なのかなと考えられる次第でございます。

次に、５ページに移らせていただきます。安全重要度評価というものと保安活動総合評

価というものの関係をまとめたものでございます。保安活動総合評価のインプットの１つ

として安全重要度評価、赤く枠取りをしてございますが、検査指摘事項等につきまして、

原子力の安全に対してどの程度の影響があったかという評価、その結果が、インプットと

して保安活動総合評価の方に引き渡されていくという仕組みでございます。この保安活動

総合評価の結果は、次年度の検査計画において、追加検査の要否ですとか、そういったこ

とに活用されるものでございます。

次に、この安全重要度評価というものについて、もう少し細かく見た図が６ページの図

でございます。検査指摘事項等につきまして、品質マネジメントシステムの側面と、安全

機能、放射線影響の側面から評価を行う仕組みでございます。特に定量的なリスク情報と

いうのは、安全機能への影響評価の中で活用されていくというものでございます。

続きまして、７ページに行きますが、７ページは、この安全機能への影響評価の流れを

まとめたものでございます。安全機能への影響評価は、重要度分類指針の重要度とその影

響度合い、機能喪失をしたのか、若干劣化をしたのかとか、そういった影響度合いに基づ

いて決定論的な評価をまずやる。その上で、定量的リスクへの影響ということで、この赤

い点線で囲った部分ですが、リスク情報を活用することになります。

例えば、クラス１の機器が機能喪失した場合、定量的なリスクへの影響が高い、もしく

は中くらいというふうに評価された場合には、違反１レベル相当に区分することになりま

す。一方、同じ事象が仮に低、もしくは低低という、影響は小さいという評価になった場
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合には、違反２レベル相当に区分するという形で定量的リスクを活用してございます。

この仕組みは、全体といたしましては、従来から保安検査の中で評価をしていた仕組み

を適用してございます。その中に定量的リスクへの影響ということで、リスク情報の活用

を行っているというものです。したがいまして、全体といたしましては、従来の保安検査

の枠組みの考え方、そういったものは維持をされていると考えてございます。

この安全機能への影響評価の中で、定量的リスクというのはどういう評価をするかが８

ページに示したものでございます。上の絵は、この前の資料の中にも似たような絵があっ

たかと思いますが、事象が起きる、つまり、ある系統が機能を喪失したとか、劣化したと

か、そういった継続時間の間、ベースラインの炉心損傷頻度ＣＤＦ０からＣＤＦ１にその

期間だけ、炉心損傷頻度は増加いたします。これについて、年平均の処理をいたしまして、

ベースラインとの差として、実際の検査指摘事項等の事象によるΔＣＤＦという差分を評

価するという仕組みであります。

こういう評価の仕方をした結果につきまして、下に物差しがあるんですが、10－ ５オーダ

ー以上を高といたしまして、そこからオーダーごとに高、中、低、低低という形で定量的

なリスクへの影響を評価するという形でございます。

最後に「まとめ」といたしまして、まず「リスク情報」を活用した安全重要度評価の枠

組みと手法を整備いたしました。この評価の結果というのは、保安活動総合評価を通じま

して次年度の検査計画立案に活用されるものであります。この意味におきまして、安全重

要度評価は安全規制へのリスク情報の活用の例であるということが言えます。

検査制度の改善に係る動向を踏まえまして、この検討会で「当面の実施計画」を改訂し

ていただいて、その中で、検査制度における検討と整合をさせつつ、評価手法の整備等を

行ってまいりました。

それから「原子力発電所の安全規制における『リスク情報』活用の基本ガイドライン（試

行版）」には「リスク情報」活用の基本原則というものが記載されてございます。これに

ついてもリスク情報を活用する際には適切に考慮いたしました。

具体的には、現行の保安検査の評価手法に定量的「リスク情報」を加味するという形で、

現行の安全確保の考え方の維持は図られております。

また、検査指摘事項等による定量的リスク増分、炉心損傷頻度の増分ですが、それを明

示的に評価する手法でございます。

次に、系統構成上の特徴に基づきまして国内プラントを８つのタイプに分類して実施し

たＰＳＡから得られるリスク情報を活用してございます。

また、関係者、ＰＳＡ、あるいは安全評価等の技術を有する者による、ＪＮＥＳの職員

によるレビュー、更には、学識経験者の先生方にもレビューをいただいて、評価結果の適

切性を確保するという仕組みを整備してございます。

なお、このリスク情報は、ＰＳＡの品質ガイドライン（試行版）に準拠したＰＳＡから

得られるものを活用してございます。
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以上でございます。

○山口主査 どうもありがとうございました。

それでは、これから御質疑をお願いしたいと思いますけれども、１点御留意いただきた

いところは、今日、広範な実施状況を御紹介いただきましたが、次回以降のこの会合では、

次年度以降の実施計画を議論していただくことになります。そういう観点も踏まえて、い

ろいろ御意見、コメントをいただきたいと思います。では、何かございましたらお願いい

たします。

では、桐本委員、どうぞ。

○桐本委員 安全重要度評価のところで少しお聞きしたいなと思うのですが、今、保安活

動総合評価でいろいろ公開をされているものをちょっと読ませていただいたりすると、保

安活動総合評価の最初のところに、この評価は安全性を評価するものではないと書かれて

いまして、そうなると、ＪＮＥＳのやられているリスクの情報を評価の中にきちんと取り

込もうという活動は非常にいいなと思うのですが、あそこの評価の中で、例えば、安全機

能への影響評価をきちんと評価して、影響はないとされているけれども、別の要因なんで

しょうが、意外と黄色とかオレンジとかいうふうになっているのがあって、今のところ、

保安活動総合評価の中では、この評価、せっかくやられているのに、余り重要視されてい

ないのかなという気がちょっとするのですけれども、この辺の考え方というのは、結構一

生懸命やっている割には余り反映されていないのではないかと思えるんですが。

○山口主査 では、山本検査課長。

○山本検査課長 保安活動総合評価を担当しております検査課でございます。

今、おっしゃったように、まず、保安活動総合評価というのは、事業者の保安活動とい

う活動自体の評価をするものであります。ですから、最初のプラントの安全性云々という

御指摘については、保安活動を行った結果がどうかということでありますので、プラント

そのものが安全であるかどうかの評価をしているものではないという趣旨でございます。

それから、２つ目の、安全重要度評価をどう活用しているかということなのですが、先

ほどＪＮＥＳの資料の中で、まず、インプット情報、この安全重要度評価の対象となりま

すのは、例えば、国の保安検査などで見つかりました指摘事項、端的に言いますと、保安

規定の中で、運転上の制限事項が定められたりしております。そういったものが守られて

いなかった場合、安全機能を喪失したり、あるいは影響しているというケースは当然出て

まいりますので、そういったものが、保安活動の結果、その設備にどういう影響をしてい

たかといったところを見るときに、先ほどのＪＮＥＳの資料の１３－２－２の７ページの

ところ、クラス１の機器で影響を及ぼしたかどうかという決定論的な評価と、その影響度

合いが定量的に炉心損傷確率と比べてどれだけの増分があったかといった確率論的なリス

ク評価を考慮しております。

例えば、保安規定に抵触するような保安活動が行われたときに、その影響を見るときに、

この安全重要度、先ほどの設備の重要度と、それから、決定論的な考え方と今、申しまし
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たΔＣＤＦの値などを参考にして、７ページの一番左側に違反レベル１～３と書いてござ

いますけれども、そういったものに相当するかどうかということで評価をしてございます。

クラス１の安全上最も重要な機器の機能に影響を及ぼすようなケースは、基本的にはオ

レンジとか赤とか、そういうレベルになってくるというものでございます。今、申し上げ

たのは保安規定の例でございます。

今回のところで幾つか、オレンジのものがたくさんあったという御指摘でありますが、

その中でも幾つか分類がありますけれども、今、私が申しましたような、安全上重要な設

備の、一時的にその機能を喪失したようなケースが幾つかありますので、そういったもの

は、例えば、オレンジの保安規定違反レベルに相当するということがございます。それ以

外では、保安規定違反以外のもので色がついているものもありますので、それはまた別の

要素、すなわち法令上の手続違反とか、安全文化の問題とか、品質保証上の問題とか、そ

ういったところで色がついているケースもございます。

ちょっとややこしいことを申しましたが、このＳＤＰの評価というのは、先ほどの６ペ

ージにありますように、安全性に係るもの、品質保証に係るもの、こういったものを組み

合わせた上で評価をしていくというものでございます。そういう安全性に係るところにつ

いては、こういうリスク情報を活用しながら評価をさせていただいているというものでご

ざいます。

○山口主査 ほかにはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。

それでは、原子力安全基盤機構からの御紹介ということでは、御審議、以上で終わりた

いと思います。どうもありがとうございました。

それでは、続きまして、電気事業者におきましてもリスク情報活用に関する取り組みが

行われておりますので、本日は、特に電気事業者のリスク情報活用における品質確保に関

するこれまでの取り組み状況について、電気事業連合会安全設計委員会主査でいらっしゃ

います宮田委員から御紹介、御説明いただきたいと思います。では、よろしくお願いしま

す。

○宮田委員 では、資料１３－３で「電気事業者のリスク情報活用における品質確保に関

する取り組み状況」ということで御紹介をさせていただきます。

タイトルの品質確保とは何かということがちょっとわかりにくいのですけれども、ここ

では、ＰＳＡの技術的な品質をいかに確保するかという意味合いでございますので、先に

申し添えておきます。

めくっていただきまして、２ページですが、こちらはリスク情報活用の特徴とＰＳＡの

品質確保ということで、ＰＳＡの品質確保がいかに重要なのかという我々の認識を示して

いるものでございます。絵の方は概念図でございますので、余り細かなことまできちんと

表現できていないことは御容赦いただきたいと思います。

まず、上の方に決定論、確率論と書いてございますけれども、決定論的には安全評価、

例えば、設置許可申請書の添付十の評価などで使っているものでございますけれども、こ
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れは詳細設計以前の、ものがまだ決まっていないとか、あるいは手順書がないとか、ある

種バーチャルな状態で、非常に大きな不確定性がある中で安全性をきちんと評価していく

と、そういう手法になっております。

その概念図で言いますと、ばさばさと線が引いてありますけれども、こちらが、例えば、

安全評価でやっております事故の発生、もともと事故が発生しない発生防止対策をきちっ

とやっているにもかかわらず、わざと事故が発生すると仮定するとか、その上で外部電源

がない、あるいは止める、冷やす、閉じ込めるというような安全機能の単一故障を仮定す

るとか、非常に厳しい保守的な扱いをした上で守るべき安全を守っているということが決

定論の中では得られている。

一方で、具体的な設備とか運用を踏まえた場合に、もっと細かく評価ができる。それが

確率論的安全評価でなされているものでして、結果として、安全のレベルであるとか、安

全上の特徴が相対的な重要性みたいなものが把握できるというところです。したがって、

先ほどの決定論はばさばさと薙刀を振るったような形になっていますけれども、もう少し

丸く評価するようなイメージになっていまして、結果として、安全裕度がどこには大きく

あるとか、余り大きくないところがあるとか、そういう特徴が得られることになります。

今後、運転管理段階でリスク情報の活用の程度を上げていくと、そういった上で、従来

にも増してＰＳＡの技術的品質の確保が重要と認識する。これは、結局、もともとばさば

さとやってしまっていたような評価では、安全のレベルとかがよくわからないので、むし

ろ保守性を排除して、勿論、非保守的な扱いはしないのは当然ですけれども、保守性、非

保守性を排除して、なるべく現実的な評価をしていく。そういう意味で、技術的な品質の

確保が重要だと思っております。

ただし、品質の要求というのは青天井になりがちなのですけれども、余り過度な品質要

求をしますと、実際そこにある情報をうまく使えなくなっていくという負の面もあります

ので、そこは適切なレベルで活用していくのかなと思ってございます。

続きまして、３ページですが、現状のリスク評価の結果を日本の全プラントについて表

示しているものでして、これは平成１４年、それから、１６年にアクシデントマネジメン

トを整備した結果として、リスクレベルがどういうふうに変わったかということを示した

ものでございます。内容的には、いわゆる内的事象の炉心損傷頻度を示しておりますけれ

ども、左側がＢＷＲ、右側がＰＷＲで、それぞれアクシデントマネジメントの整備前後と

いうのが評価されていて、こちらから見て取れますのは、おおむねアクシデントマネジメ

ントを整備することによって、炉心損傷頻度が１桁程度下がっていく、下げることができ

ている、そういう努力がなされたところがわかるのと同時に、一番上の方に性能目標 10－

４／炉年程度とありますが、そういう基準値に対しても十分な余裕を持っているというの

が見て取れるところでございます。

続きまして、４ページにまいりますが、リスク情報活用に関する環境整備の状況という

ことで、原子力安全委員会、原子力安全保安院、原子力学会の標準委員会といったところ
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で、リスク情報を活用する上でのさまざまな環境整備がなされているというのを年表的に

取り上げてございます。平成１４年度からというのは、勿論、その前からいろいろあった

わけですが、特に原子力安全委員会のリスク情報を活用した原子力安全規制の導入の基本

方針を初めとして、安全目標の中間とりまとめ、性能目標、原子力安全保安院の「リスク

情報」活用の基本的考え方や「リスク情報」活用ガイドライン、それから、品質ガイドラ

イン、こういったものが整備されてきていて、特に青字で示しておりますＰＳＡの品質ガ

イドラインというところをかなり意識して原子力学会の標準が整備されてきている。

右側に赤字で示していますのは、そういう中でも、先ほど平成１４年、１６年のアクシ

デントマネジメントの整備前後の炉心損傷頻度をお示ししていますけれども、ああいった

ところで実は故障率のデータを海外の故障率データを主として使ってきたというところに

対して、かなり多くの方面から御批判などもありましたので、特にデータという側面では

国内の機器故障率データを日本原子力技術協会の方で公開して頂いたりとか、あるいはそ

れを更に改訂していくという活動をしているところでございます。

続きまして、５ページでございますけれども、ＰＳＡの品質確保策として位置づけを示

しております。こちらの絵は、先ほど申し上げた保安院の基本ガイドラインからの抜粋に

なっております。一番上に安全目標とか性能目標がありまして、導入の基本方針や基本的

考え方、「リスク情報」活用の基本ガイドライン、ＰＳＡ品質ガイドライン、こういうヒ

エラルキーの中で、一番下に民間規格として原子力発電所のレベル１～３ＰＳＡ標準、こ

れは原子力学会ですけれども、同じく原子力学会のＰＳＡ用信頼性データベースに関する

標準が整備されてきていて、我々はリスク情報活用する上で、ＰＳＡをどういう標準の中

で、基準の中でつくっていくのかというところは、一番下のレベルの各標準に対していか

にミートしていくかという形でやっております。そういう形で、ＰＳＡの品質というのは、

モデルであるとか、あるいはデータの信頼性に立脚するということで、こういうモデルデ

ータの信頼性を維持、向上させていくことがリスク情報の活用を促進していく上で重要だ

と認識しているところでございます。

続きまして、６ページですが、品質確保策として、体系的な検討の例でございますけれ

ども、ここでは、原子力学会の標準委員会でリスク情報の本格導入に当たっての課題を整

理したものがございます。それがａ、ｂ、ｃ、ｄの４つの項目に分けて、各規制機関、産

業界、あるいは標準委員会そのものに対して、さまざまな課題、提言をしているところで、

こちらには、その中で、ＰＳＡの品質確保であるとか、品質確保におけるＰＳＡレビュー

活動の事業者に関連するような提言内容を抜粋しまして、それに対する対応状況を右側に

書いているという形になっています。

まず、項目ｃの一番上ですが、規制機関・事業者は、リスク情報活用の対象に応じたＰ

ＳＡの範囲（外的事象の扱いなど）の基本的な考え方を検討することというふうに提言さ

れておることに対して、事業者サイドでは、外的事象の１つの代表である地震に関連する

残余のリスクは現在評価中でありますので、これをすぐにどう使うということにはならな
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いわけなのですけれども、逆に言いますと、当面は内部事象のＰＳＡの範囲で活用を推進

していきたいというところになってございます。

それから、２番目が、標準委員会は、ＰＳＡの品質確保に必要な標準を策定することと

いうことで、内部事象関連標準はおおむね整備が済んでおりますけれども、外部事象標準

も今後充実を図る。地震ＰＳＡの標準は既にできておりますけれども、場合によってはそ

れの改訂、更には火災ＰＳＡであるとか、溢水ＰＳＡであるとか、一般に評価がされてい

るような標準を策定していくことになるのかなと思ってございます。

それから、３番目が、事業者は、ＰＳＡデータの推定に必要な事例報告の均一性を図る

ことということで、次ページ以降でもまたありますけれども、ＪＡＮＴＩのＮＵＣＩＡの

充実という形で対応を図っているところです。

それから、標準委員会は、リスク情報活用に関する技術的な議論を行う環境を整備する

ことという提言に対して、現在、原子力学会でリスク評価基準体系化戦略タスクがありま

して、そちらでさまざまな議論がなされている。

ｄの品質確保におけるＰＳＡレビュー活動というところに関しては、事業者は、ピアレ

ビューの実施方法・体制を検討することということで、実は、先ほどありました品質ガイ

ドラインの中で、ピアレビューの実施というところがあるわけですけれども、具体的にど

ういうふうにやるのかは書いてございませんので、その具体的なやり方をＪＡＮＴＩの方

でＰＳＡレビューガイドラインという形で、先ほど参考３－１で用意されていたようです

けれども、そういうものをつくっていただいて、これを基に、まずはパイロットピアレビ

ューをやろうということで、ＢＷＲについて１プラント実施をしました。ＰＷＲは今年度、

パイロットをやることになっておりますけれども、そういうふうな状況にございます。

７ページ以降に具体的な活動というか、品質確保に向けた事業者としての取り組みを書

いてございます。

まず、ＰＳＡ手法の標準化に関しては、先ほど申し上げましたとおり、原子力学会レベ

ル１～３ＰＳＡ実施基準ができていて、実施要件、具体的な方法が規定され、また、評価

の妥当性確保方策としてのピアレビューの実施についても規定がされている。事業者とし

ては、定期安全レビュー（ＰＳＲ）のＰＳＡにて改訂モデルを採用しつつある。まだ全プ

ラントのモデル等が改訂になっているわけではないですが、順次こういう改訂モデルが採

用されつつあるという状況にございます。

それから、データの信頼性確保というところでございますけれども、これもやはり原子

力学会のＰＳＡ用パラメータ推定に関する実施基準が整備されまして、この中では、起因

事象の発生頻度、機器故障率、共通原因故障等のデータの収集、パラメータ推定を行う際

の要件と具体的方策を規定しております。

先ほど御紹介しましたＪＡＮＴＩのＮＵＣＩＡの中にＰＳＡ用機器故障率データベース

が整備されて、既に２１か年にわたるデータが蓄積されて、一般的な日本の機器故障率デ

ータとして整備されていて、先ほどのＰＳＲのＰＳＡでは既にこれを使用して、いわゆる



- 19 -

感度解析ではなくて、ベースケースとして採用しつつあるという状況でございます。

更には、よく言われますＰＳＡは、個別のプラントを評価して初めて意味があるという、

かつてのころから比べるとかなり高い品質レベルになるかと思いますけれども、そういっ

たところに向けて、個別プラントデータ整備のために、先ほどのＪＮＥＳの活動の中にも

ありますけれども、保全プログラムの中の保全活動管理指標というのがございますが、こ

れはもともとＰＳＡと密接な関係にございますので、それの監視対象とされた事象から故

障事象を収集する仕組みをＪＡＮＴＩとともに現在、構築をしているということで、余り

短期的に個別プラントデータが整備できるわけではないのですけれども、順次そういう活

動に取り組んでいるという状況でございます。

８ページ、９ページがピアレビューに関しての御紹介になります。保安院の品質ガイド

ラインには「リスク情報を活用する際に必要とするＰＳＡの品質を確保するための基本的

な要求事項等を定める」という記載がありまして、原子力安全委員会のタスクフォースの

報告書には、事業者によるピアレビューを含めた何らかのレビューの仕組みを構築するこ

とが望ましいという記載がされて、原子力学会の各ＰＳＡの標準において、評価の目的・

意思決定への活用の程度に応じピアレビューを要求する。そういうことに対して、先ほど

御紹介したような形でＪＡＮＴＩのガイドラインを策定していただいて、パイロットピア

レビューを実施した。

その結果が９ページに出ておりますけれども、レビューの結果として、指摘事項、推奨

事項、文書化に対するコメント、あるいは良好事例という形で件数を並べてございます。

一番右側に例がありますけれども、例えば、指摘事項としては、モデル更新管理が十分で

ないという指摘があります。日本のＰＳＡ、リスク情報活用の現状からすると、なかなか

そこまで手が回っていないというのが実情でして、ＰＳＲのＰＳＡで一回評価をすると、

それがずっと使われるというのが現状でございますので、今後、ある程度定期的にモデル

の更新、あるいはデータの更新をしていくということになれば、こういったことが必要に

なってくるのかなと思ってございます。

その下の方は少し細かい話になりますので省略をさせていただきますが、その他、学会

標準とか、あるいはＪＡＮＴＩのＰＳＡピアレビューガイドラインにフィードバックすべ

き事項、あるいはピアレビューの実施プロセスの充実化に対する提言事項も抽出している

ということで、ピアレビューに対するレベルが大分上がってきている状況かと思っていま

す。

その下の四角については、今の内的事象レベル１、あるいはレベル１.５、ＰＳＡ手法の

整備、評価事例の蓄積を通じて、内的事象の評価は大分成熟してきているなというところ

だと思っていまして、ただ、一方で、レビューによる幾つかの課題は抽出されているとい

うことで、まだＰＷＲのパイロットをしたりとか、あるいはほかのプラントも含めて、い

ろんな中で解決していく必要があるかなと思っておりますけれども、完全にクリアになっ

ているわけではないという状況でございます。
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続きまして、１０ページ、１１ページに「『残余のリスク』の評価」に関するところを

御紹介しておりますが、原子力安全委員会の決定文、それから、保安院の指示文書を受け

て、「残余のリスク」を現在評価中であることは先ほど申し上げたとおりでございます。

ただ、評価の背景のところにありますけれども、安全委員会の決定文で、定量評価の意

義として、将来のＰＳＡの安全規制への本格的導入の検討に活用するといった観点。既設

プラントに対しては、ＰＳＡに代表される最新の知見に基づいた評価手法を積極的に取り

入れていくことが望ましいということが耐震指針の改訂の際に出されている決定文に記載

されておりますけれども、この段階で地震ＰＳＡ、あるいは「残余のリスク」をこういう

ふうに使うというところはまだなくて、まずは評価をして、その出来上がりというのです

か、そういったものを見ていくというところが決定文の中に示されているのかなと思って

おります。

これに対して、保安院から、将来のＰＳＡの安全規制への導入の検討に資する情報とし

て、耐震安全性、いわゆるバックチェックの報告以降、速やかに報告することという指示

が出て、現在、この評価を実施しているという状況でございます。

１１ページは、これはまだ確定したものではなくて、平成１６年、耐震指針の改訂を検

討されている中で、事業者の方から、ある試評価の結果ということでお示ししたものでし

て、炉心損傷の平均値を 10－ ６程度のところに抑えますけれども、これはサイト特性が非

常に大きいですので、日本のプラントは大体このくらいであるということではありません。

また、ここで特徴的なのは、特にパイロットプラントＢの方を見ていただきますとわか

るのですが、不確定性の幅が非常に大きくなってございます。中央値５０％と平均値との

間の乖離もこれで大体５倍ぐらいあるかなと思いますけれども、これは対数領域で分布し

ている評価値の算術平均を取ると、どうしても上の方に引っ張られてこういう形になるわ

けですけれども、こういう特徴がある。この不確定性というのはなるべく低減していきた

いなと思っているところであります。

下の四角に書いてございますが、評価実施が豊富な、先ほど申し上げた内的事象に比べ

ますと、地震ＰＳＡという観点から、今回の残余のリスクが初めての評価になります。現

行の技術レベルで到達可能な範囲で評価を進めていきたいと思っております。まだ評価が

終わっていないところもありますけれども、リスク情報として本格的に活用していくには、

更に検討を深める必要があるのではないかと認識してございます。

最後に、１２ページに簡単にまとめさせていただいておりますけれども、「事業者のリ

スク情報活用に対する認識」といたしまして、まず、活用できる領域があるのであれば、

現行規制との整合等について合意形成を図りつつ、積極的に活用していきたいと思ってい

ます。

それから、事業者サイドとして、リスク情報を安全確認のツールとして位置づけまして、

リスク情報による安全確認が効果的な領域から着手していく。

現在、既に活用したこととか、今後活用していきたいということについては、また別途
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時間をいただければ御紹介したいと思っておりますけれども、ここでは活用を検討してい

る事例として、運転中保全の実施が１つございます。運転中保全の実施が本格化しますと、

いわゆるリスクモニタを整備していく必要があります。停止時のリスクモニタを整備して

いる電力が一部ございますけれども、この運転中保全の実施に併せて運転中のリスクモニ

タを本格的に導入していく活動につなげられたらいいかなというふうに我々は考えており

ます。

それから、供用期間中検査、いわゆるＩＳＩと呼ばれているものですが、こちらも米国

の事例などを見ますと、高度化していくことがリスク情報を使うことで非常に効果的にな

されているということで、そういったところも検討していきたいと思っているところでご

ざいます。

そういった活動を進めるに際しましては、規制環境の整備が当然必要になってくると思

いますので、これは保安院がなされる中に我々も積極的に協力させていただきたいところ

でございます。

それから、リスク情報の本格的な活用に向けまして、これまでやっておりましたＰＳＡ

の技術的な品質確保のための活動を継続的に取り組んでいきたい。

最後に、外的事象につきましては、まずは「残余のリスク」の評価から着手していく。

その評価手法の改善とか、あるいは標準へのフィードバックなど、ＰＤＣＡを回して本格

的な活用に備えていきたいというのがまとめでございます。

あと、参考の資料としまして、１３ページにこれまでのリスク情報の活用事例とか、あ

るいは取り組み。それから、１４ページは停止時のＰＳＡ、いわゆる停止時のリスクモニ

タをこんなふうに使っているという事例。それから、１５ページは、先ほど御紹介したア

クシデントマネジメント整備前後の、先ほどは炉心損傷頻度だったのですが、こちらは格

納容器破損頻度という形で示してございます。こちらは参考で、必要に応じてということ

で、特に御紹介はいたしません。

以上でございます。

○山口主査 ありがとうございました。

それでは、将来の取り組みの考え方にも少し言及していただいたような形で御説明いた

だきましたけれども、今の資料の御紹介につきまして、御質問等お受けしたいと思います。

何かございましたら。

どうぞ、野口委員。

○野口委員 どうもありがとうございました。

１１ページのところでちょっとお伺いしたいことがございまして、先ほどおっしゃった

不確実性がかなり広いということを将来的になるべく小さくしていきたいという御説明が

あったと思うのですが、この不確実さの考え方というのはリスク情報を考える上で非常に

重要なことだと思っています。ＰＳＡにおいてこの不確実性を下げられるものは当然努力

によって下げるべきだと思いますが、確率論では、もともと不確実性がある、もしくはこ
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ういうばらつきがあるということ自体が現象論としての本質であるというようなところも

あると思っています。私が気になっているのは、日本には、こういう確率論が、不確実性

が広いものはよくないというイメージで議論されているところがあるのですが、むしろ、

この現象は非常に不確実性が大きくて、エラーファクターというか、分散が大きいもの、

これは小さいものだという、そういうこと自体が非常にリスク情報を見る上では重要な要

素ではないかと思います。今の御発言は、ＰＳＡの品質を上げることによって狭められる

ものは狭めたいという御意見だと思ってよろしいでしょうか。

○宮田委員 御指摘のとおりで、恐らく内部事象でもそうなのですが、どんなに努力して

も低減できない不確実性の部分がございますので、そこはそれとして、特に地震ＰＳＡの

場合には、例えば、ハザードの評価にしても、フラジリティの評価にしても、まだ知見が

十分でないとか、あるいは知見そのものがばらついているとか、そういったところが今後、

いろんな研究の成果等から縮められるものがあると思っていまして、であるからこそ、逆

にそこのところがまだ足らないからこそ、これだけ大きな不確定性があるのだろうという

ふうには考えているところです。

○山口主査 重要な御指摘いただいて、原子力学会の標準等では相当不確かさの考え方、

議論が書き込まれていると思いますけれども、今、御指摘いただいたとおりのところかな

と思います。

ほかには何かございますでしょうか。

どうぞ、阿部委員。

○阿部委員 １つ確かめたいのですが、ＰＳＡを実施してリスク情報をアウトプットで出

しますという話と、それから、ＰＳＡで得られた結果から、それを安全設計、安全管理、

あるいは規制にどう応用するかと、これは全く違う話ですね。

それで、今のお話の中に、例えば、地震のリスクについては、将来、これがリスクイン

フォームド規制で使われることを考えて、現時点ではＰＳＡを実施していますと、こうい

うことでしたね。

それから、もう一つの内的事象の方なのですが、ＰＳＲの中でＰＳＡのその後をやって

いますという話がありましたが、過去にはＰＳＲはＰＳＡ導入以降の、つまりＡＢＷＲ以

降の炉に対して、それより以前のプラントがどれくらいの安全性を持っているかというこ

とを確認するという非常に大きな意味があったわけですが、現時点でその意味はないわけ

です。

そうすると、ＰＳＲの段階でＰＳＡをやっているということは、目的としてどういうこ

とがあるのか、あるいはＰＳＲの後にさっき御説明ありましたように、いろんな用途でＰ

ＳＡを使う可能性があるから、目的は別として、ここで一回やっておくというような位置

づけか、そこがちょっとはっきりしなかったのですが。

○山口主査 御説明をお願いします。

○宮田委員 ＰＳＲそのものの目的が、あれは１０年に１回ということで、１０年間を振
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り返って、そのプラントの特徴を把握していくということになっていると思います。おっ

しゃるとおり、実は一回ＰＳＡをやってしまうと、例えば、１０年後、もう一回同じＰＳ

Ｒでやっても、既にそういうプラント出てきていますけれども、数字が多少は変わります

けれども、設計自体がそんなに大きく変更になっているわけではありませんので、それほ

ど大きな変わりはありません。ただ、一応、そういう目的というか、位置づけの中でやっ

ているものですので、例えば、起因事象の発生頻度が変わってきているとか、できれば個

別プラントのデータを反映していければしていくし、あるいは、先ほど御紹介したように、

従来、海外の故障率だったものを、国内の実態を踏まえた故障率に変えることによって、

より精度の高い、今のプラントの状態を評価できるということになっていますので、そう

いう形でやっているというのが実態です。

今、阿部委員がおっしゃった後半のところが、実は結構大きな意味合いを持っているか

なと思っていまして、こういう活動があるからこそデータを整備して、それを反映する先

がある。あるいは品質を高めたＰＳＡがだんだん準備されていって、それがいろんなリス

ク情報活用のところにより精度高く使えるようになっていくというところは、副次的な効

果という意味だと思いますけれども、そういう形になっているというのはそのとおりだと

思っています。

○阿部委員 ありがとうございました。

今、御説明になった中で、プラントスペシフィックなデータを使ってＰＳＡをやってい

くということになると、これはＰＳＲの中身が随分違ったものになって、いい方に行くの

だろうと思っているのですが、現時点でそれが可能かどうかよくわかりませんが、是非そ

ういうことまで考えておいてほしいと思っています。

○山口主査 ありがとうございます。

ほかにはいかがでしょうか。

１つ、私からよろしいでしょうか。今日、御紹介いただいた資料のタイトルが「リスク

情報活用における品質確保に関する取り組み状況」ということで、品質確保というところ

を相当重点的にとらえていらっしゃると思うのですが、後半の方で少し品質保証のガイド

ラインの話とか、ピアレビューの話とかがありましたけれども、あと、プラントスペシフ

ィックなという話もそうなのかもしれませんけれども、もう少し品質確保というものをど

うとらえているかを整理してといいますか、いろんな要素をお話しいただいたのですけれ

ども、そもそも最終的なゴールはこれで品質確保ができていますということをどうやって

確認していくかということになると思うのですが、そのためのアプローチをちょっと整理

して補足説明していただけると、なかなか難しい質問なのですけれども、ありがたいと思

うのですが、その辺、事業者としてはどういうふうにとらえていらっしゃるかを簡単に御

説明いただければと思いますが、いかがでしょうか。

○宮田委員 冒頭に過度な品質要求は反ってリスク情報活用を阻害するとお話しさせてい

ただいたのですけれども、例えば、平成６年にアクシデントマネジメントの検討報告書を
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電気事業者が当時のエネ庁に出しているのですけれども、そのときのＰＳＡは海外故障率

を使ったりとか、原子力学会の標準ではなくて、当時の原子力安全研究協会の手順書があ

って、それにミートした形でやっているとか、それなりのレベルでの評価をやって、それ

を参考にアクシデントマネジメントの検討をしたというところがあります。当時もそうい

う形で既に使ってきているので、今の品質レベルは当時よりも当然上がっているのですが、

ある程度使える領域が広がってきているのではないかと期待しています。

では、究極の姿はどこなのかというのは非常に難しくて、先ほど青天井と申し上げたの

はそういうところでして、青天井にならない、ある種の歯止めとして、私などが考えてい

るのは、今の原子力学会の標準があって、であるからこそ、標準の整備のところはしっか

りと取り組みたいと思っていますし、それに従った形でモデルを改訂するなり、あるいは

データ整備ですね。実は、国内データ、故障率データの整備というのは簡単にできそうに

思われているかもしれないですけれども、これは電力内でもさまざまな議論があって、こ

れはすごく大変な作業です。特に個別プラントに展開していくことは相当大変ですが、そ

ういったところまで取り組んでいけば、どこに出しても恥ずかしくない、つまり、品質で

問題あるのではないかと言われないために日々努力しているというか、それが実態だと思

っています。

○山口主査 非常に心強いコメントをいただいたと思います。

ほかには何か御質問とか、いかがでしょうか。

本間委員。

○本間委員 今の主査の御質問とちょっと関係するのですが、９ページにピアレビューの

結果、私も学会標準に携わった者の１人として、学会標準自身も我々、初の試みだったわ

けですけれども、ここでフィードバックすべき事項が見出されたということで、これらに

ついては、学会標準も一応、目標としては５年でリバイスするというプロセスになってい

ますけれども、そういう機会にこれを反映させるところに情報を提供するということと思

うのですけれども、まだそういうプロセスは経ていないと考えてよろしいでしょうか。

○宮田委員 ここで使っている学会標準は、レベル１ＰＳＡ、具体的にはレベル１.５をや

っていますが、レベル２ＰＳＡを参照した形になっておりますのと、あとは、ＰＳＡのピ

アレビューガイドラインですか、こういったところを見ております。ピアレビューガイド

ラインは、ＪＡＮＴＩの方で今、取り組んでいただいていますが、先ほど申し上げました

とおり、ＰＷＲのパイロットレビューをやった後に改訂をしていこうという動きはありま

す。学会標準の方は、基本的には５年に１回、改訂を検討するような形になると思ってい

ますけれども、そのタイミングは多分、そう遠くない時期に来るのかなと。そういうとこ

ろには、こういうピアレビューの成果の反映として、アイテムとして、我々から提供して

いきたいなと思っております。

○山口主査 ありがとうございます。

ほかには何かございますでしょうか。
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どうぞ、平野委員。

○平野委員 １２ページのところで、上から２番目の「リスク情報を安全確認のツールと

位置づけ、リスク情報による安全確認が効果的な領域から着手。」と記載されていますが、

ここは意外と重要なところかなと感じています。事業者が自分たちの判断でやっている安

全活動というのはたくさんあるわけで、そういう中でリスク情報を活用してもらって、そ

れを見せてもらって、こんなに有用なのだというところを見せてもらう、あるいはそうい

う経験を積んでもらう、そこが突破口になるのではないかと考えています。今日はそうい

うお話を期待してきたのですが、違う話だったのですけれども、そういう意味では、13 ペ

ージの一番下がそれに該当しているのでしょうか。「定検で設備状態に応じたＰＳＡを参

考に、安全管理等に活用した事例もあり。」と記載されていますが、こういう活動は安全

上の重要度から見ると余り高いところの活動ではないけれども、こういうところから地道

にやっていただきたいと感じます。また、そういう経験を聞かせていただきたいと思いま

す。

○山口主査 先ほどのお話の中でも、活用の事例については今後、機会があれば是非御紹

介させていただきたいというお話をされていましたので、今日は余りそこに踏み込んだと

ころではなかったのですが、もし機会があれば、そういう話を是非して、そのときにまた

御議論いただければと思いますけれども、宮田委員、よろしいでしょうか。

○宮田委員 お時間をいただければ、やらせていただきたいと思います。

○山口主査 ほかに御質問等ございましたら。よろしいでしょうか。

それでは、今、幾つか出た議論のポイントにも、もう内容に含まれていると思いますけ

れども、本日の最後の議題になりますけれども、日本原子力協会におきまして、リスク情

報活用に関して行われております取り組みを御紹介いただきたいと思います。では、原子

力技術協会から説明をお願いいたします。

○日本原子力技術協会（河井） では、お手元の資料１３－４に沿って御説明いたします。

私、日本原子力技術協会のプラント規格基準部の河井でございます。

今日、お話ししますのが、ちょっと今までのお話とダブるところもあると思いますけれ

ども、１ページ目の表紙のところに書いてありますが、ＰＳＡ実施手順の学協会での策定

の支援活動、２番目がＰＳＡのピアレビューの実施の支援、３番目がＰＳＡパラメータと

いうことで、機器故障率などの公表の活動をしておりますので、その点を御説明したいと

思います。

まず、２ページ目ですが、「リスク情報活用に係る原技協の取組み」ということで、Ｐ

ＳＡ実施手順の話です。

まず、原子力安全委員会から、平成１５年に安全目標ということで、急性死亡で１年当

たり 100 万分の１という話とか、その後、平成１８年に性能目標ということで、炉心損傷

確率が１年当たり１万分の１というようなものが示されております。それは基本的には内

的事象、外的事象を対象とした、内的事象といいますのは、プラントの中の機械故障を起
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因にして波及していく事項ですし、外的事象というのはプラントシステム以外からの事象

を起因にする、地震とか火災とかといったものでございますけれども、ともに含むという

ことで、現在、順次、各起因事象に応じた手順書を整備していっておりますということで

す。

現在まで、学協会規格として、停止時とか、地震時、内的事象のレベル１、２、３、今

年に入ってパラメータ、機器故障率などが制定されたり、停止時のＰＳＡの改訂が行われ

て、リスク情報活用の実施基準も制定されております。そういったことで、今、原子力学

会では合計７個の標準が制定されているということで、原技協ではこれらの制定の支援を

行ってきております。

今後とも、原技協では、残りの事象、内部溢水でありますとか火災、主に外部事象です

けれども、この辺の規格の整備の支援を行っていきたいと思っています。また、有識者の

方の御協力を得て、産業界の自主規格としての原技協のガイドラインもつくっていきたい

と思っています。学協会規格と違いますのは、事前に経験を積んで、学協会の規格を制定

する際の審議プロセスに活用していただけるように、早目につくって実績を積むためにや

っていくというような趣旨でつくっているものでございます。

次のページ、原技協の活動というのも余り御存じない方もおられるので、学協会規格の

支援の仕組みを御紹介しておきます。一番下に研究・開発段階がありまして、それを規格

の素案にまとめて、それで学協会の審議に諮る。あと、プレイヤーが、１番のところに私

ども原技協があります。あと、産業界の電力、メーカー、研究機関という４者がいて、私

どもとしては、産業界のニーズを把握して、産業界、あるいは研究機関での研究成果を活

用した上で規格の素案をとりまとめるということをして、たたき台として学協会の審議の

場に提供して、新技術、あるいは新知見を反映した学協会規格を迅速に民間規格として制

定していただくという活動をしているわけでございます。

４ページに移っていただきまして、次はＰＳＡのピアレビューです。ＰＳＡのピアレビ

ューは、先ほども宮田委員から御説明ありましたけれども、品質確保の非常に重要な手段

ということで、保安院のＰＳＡの品質ガイドでも言及されております。先ほど言いました

原子力学会がつくりました学協会規格の中にも、附属書に規定はありますけれども、非常

に概括的であるということで、具体的な手順に関する規定がないし、国内でも実施実績も

少ないということで、原技協では、平成２１年６月に原技協ガイドラインを制定いたしま

した。先ほど言いましたように、実績を積んで学協会規格の制定の加速に役立てたいとい

うことでつくっているものです。それと、平成２１年９月にアメリカの発電所のピアレビ

ューの視察も行いまして、これらを踏まえまして、原技協のガイドラインに基づく国内Ｂ

ＷＲプラントのＰＳＡのパイロットピアレビュー、これも先ほど宮田委員からお話ありま

したけれども、去年の１２月に行うのを支援いたしました。

結果は、今後の見通しとしてはＰＳＡのピアレビュー、こういったパイロットの実績を

反映して、速やかに原技協のピアレビューのガイドラインを改訂して、将来的には学協会



- 27 -

規格の、先ほどの附属書の規定の辺りをもう少し具体化していきたいと思っています。ち

ょうどレベル１のＰＳＡの制定されたのが平成２０年４月でして、一般的には５年ごとと

いうことですから、平成２５年の４月に次の改訂時期が来るわけですけれども、準備期間

などを考えますと、もう来年度辺りから具体的な検討をしていく必要があると考えており

ます。

次のページに行っていただきまして、ＰＳＡのピアレビューのガイドラインをどうやっ

てまとめたかという話でございますけれども、ＰＳＡピアレビュー検討会を原技協の中に

設置いたしまして、委員は、ここの主査もされている山口先生に主査をしていただいて、

そのほかの学識経験者、学術研究機関、産業界ということで１２人ほど集まっていただき

まして、平成２１年６月に公表いたしました。

規定内容は、適用範囲は内的事象のレベル１、２を基本にする。地震などについては既

に標準ができているのですけれども、現在、我が国で評価中ということで、レビューの方

法もよくわからないということで、参考にはできるという表現にしてあります。

次に書いてあるのがＰＳＡを実施するタイミングです。どういう時期にＰＳＡのピアレ

ビューをしたらいいのかというタイミングを書いてあります。

もう一つは、国内５４プラントあるわけですけれども、それを個別にやるというわけに

もいかないので、代表プラント、あるいは代表プラントの差の部分をどう考えるかという

考え方についても書いてあります。

３番目がチーム構成ということで、実施手順、報告書等書いてあります。チーム構成の

中では、要件、専門性、経験、独立性がどうあるべきかというのを書いてございます。

附属書では、レベル１と２のチェックリストのフォーマットと報告書のフォーマットを

添付しているというものでございます。

先ほど宮田委員からありましたＢＷＲのＰＳＡのパイロットピアレビューは平成２１年

の１２月に１週間かけて行っております。レビューチームの構成は、電力、電力系エンジ

ニアリング会社、研究機関の６名のレビュアーで行って、レビューの方法では、５日間に

わたって２グループで行う。原子力学会標準に合っているかどうかということを、適合性

を確認したということでございます。

レビューの結果では、全１７６項目に対して、先ほど宮田委員からお話ありましたけれ

ども、何点かの指摘事項、あるいは推奨事項がありましたけれども、多くは文書化に係る

ものということで、そのほか、良好事例も何点か見出されたということです。もともとピ

アレビューということですから、良好事例を業界内に広げる、ベストプラクティスを目指

すというのを論点にしていますので、我々の活動としても、この良好事例の摘出には力を

入れていこうと思っています。

この結果としまして、対象にしましたＰＳＡは学会標準にほぼ則って妥当であるという

ことと、ＰＳＡのピアレビューの実施方法も、やってみて、大体いけるなということで、

国内他プラントへの適用も可能だという見通しを得ております。
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次の７ページに行っていただきまして、ＰＳＡパラメータということで、いわゆるＰＳ

Ａの入力データです。これは不確定性の重要な部分を占めるのですけれども、現在までの

我が国のＰＳＡは、先ほどから話がありますけれども、米国のものを使っていたというこ

とで、原技協ではＮＵＣＩＡのデータを活用しまして、国内一般機器故障率、これは１９

８２年から２００２年の２１か年のデータを整理して、有識者会議で議論いただいて、平

成 21 年の５月に公表しています。

今後の見通しでは、電中研の協力も得て国内一般機器故障率を公表したのですけれども、

今後とも電中研の協力を得て国内一般機器故障率の更新をしていくことと、先ほども話が

出ていましたけれども、ＰＳＡに使えるようなプラント個別の故障率の評価システムの構

築を図っていくことと、国内データということでは、起因事象、発生頻度、あるいは共通

要因故障、ヒューマンエラー、こういったものについての評価手法の検討を更に継続して、

データベースをつくっていきたいと思っています。

８ページに、ＮＵＣＩＡというのはどういうものかという話を書いてございます。主に

真ん中の故障トラブル情報です。トラブル情報、保全品質情報、その他情報と３段階に分

かれた情報を入れてあります。

次の９ページをめくっていただいて、ＮＵＣＩＡというのはＮＵＣlear Ｉ nformation

Ａ rchives で、原技協のホームページの中にアップされております。そこに書いてござい

ますように、事故・故障情報は１９６６年８月から入っていて、ＰＳＡ故障の分析用とし

ては１９８２年４月以降のものです。２００３年１０月からインターネットで公開をして、

原技協のホームページからフリーアクセスができることになっています。これはもともと

電中研に開発していただいて、２００５年４月から原子力技術協会で運営しております。

報告件数は、このところ年間約４００件で推移していまして、現在まで累積で約５,０００

件のデータが入っているというものでございます。

あと、国内ＰＳＡ用トラブル事象の判定をどうしているかというのを次の１０ページで

御説明しますと、まず、図１で、電力から事象をＮＵＣＩＡに入力していただきます。そ

うすると、原技協の中で、電中研の協力を得ながら解析をして、それをまた一回ＮＵＣＩ

Ａに返しますと、電力の方でレビューしていただいて、相談の結果をもう一回ＮＵＣＩＡ

データベースの中に入れるということになります。

右はＰＳＡ評価用の機器故障判定作業フローチャート、ちょっと細かいですけれども、

基本的にポイントになりますのが、ＰＳＡでモデル化している対象機器の機能喪失かどう

かというのを判定していくということなのですが、ＮＵＣＩＡというのは基本的にトラブ

ル事例を入力しているものですから、そのトラブル事例を読み込んで、これがＰＳＡ用に

モデル化している機器の機能喪失かどうかというのを判定してやらなくてはいけないとい

うところで、判定操作が入るということでございます。

次のページに行っていただいて、ＰＳＡを判定した後、国内一般機器故障率、先ほど御

説明しましたけれども、ＰＳＡの一般機器故障率有識者検討会議ということで、平成２０
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年８月から２１年３月まで設置して、主査を京大の熊本先生にお願いして、構成メンバー

２０人で構成して、２１年の５月に公表してあります。データはＮＵＣＩＡの国内４９プ

ラントの２１か年のデータということで、推定方法が原子力学会標準によっているという

話です。推定対象はＰＳＡ対象となる機器。推定手法は、階層ベイズ法によるということ。

もう一つ、故障件数の不確かさも考慮したということで、国内のＰＷＲ、ＢＷＲ合わせた

一般故障率の平均値を算出したということでございます。

最後のページが、そういった国内一般機器故障率の例の一部でして、細かくて申し訳な

いのですけれども、機種ごとにＰＳＡで想定する故障モードが第２欄にあります。それに

応じて故障率をずっと出していく。不確実さということで、平均値と、５％とか、95％と

いう不確定性の幅も併せて一緒に出しているという表でございます。

ちょっと時間が長くなりましたが、以上でございます。

○山口主査 ありがとうございました。

それでは、今の御説明につきまして御質問をお受けしたいと思います。何かございまし

たら、どうぞ。よろしいでしょうか。

どうぞ、井川委員。

○井川委員 ＰＳＡ、さっき宮田さんが御説明になったアクシデントマネジメントのとき

からそうなのですけれども、このとき、たしか個別データを公表しなかったり何かして、

最終的に安全委員会でごにょごにょした後に、こっそりだったか、変な形で公表したとい

うのがたしか記憶に残っているのですが、変な形でというのも変な言い方で申し訳ないけ

れども、そう言えば皆さんわかると思うので、そう申し上げておいて、それはそれとして、

あのとき以来、この手のデータの、個別の地点のデータであるとか、そういった個別事例

に対するデータの公表というのはなかなか扱いが厄介というか、難しいというところが、

誤解を招くのでということもこれありで、どういう説明をつけて、どういう形で公表する

かというのが整理されたのかどうかよく分からなくて、その後、整理されて、各事業者の

方だとか、学会だとかでそういうのはちゃんと議論されたことがあるのか。

例えば、ＮＵＣＩＡのデータも公表されているようですけれども、公表しているという

のはいいことだと思うのですけれども、一般の方が見ても余り役に立たないというか、役

に立てるようなものでもないのでしょうけれども、それが一般の方の原子力の安全確保の

取り組みに対する理解の増進につながっているのかというと、それを戦略的に考えて公表

されているのか、あるいは公表しろと言うからばっと公表しているというのか、そこら辺

の戦略的、あるいは受け止める方のことをどこまで考えて公表されているのかという取り

組みについて教えていただけるとありがたいなと思うのです。

○山口主査 多分、２つあって、１つは、公表する考え方ですね。もう一つは、そういう

ものが国民からの理解にちゃんとつながるのかという観点で、最初の方は事業者の方にお

答えいただいた方がよいのかなと思うのですが、もし何か御意見ありましたら、宮田委員、

お願いしたいと思います。
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○宮田委員 御指摘のとおりで、平成６年にアクシデントマネジメントの検討報告をした

段階では、炉心損傷頻度等の数値は公開しておりませんでした。それは、一般の方々、特

に地元の方、原子力発電所立地地点の方が、自分のところはほかに比べたらこんなに危な

いではないかというような受け止め方をされるだろうと思ったがために、そういう形で平

成６年に報告したというのは事実でして、冒頭に御紹介あったような形で安全委員会の方

から、その当時の評価結果が一覧表になったものが公開されて、たしかあのとき、若干新

聞記事にもなったかなと思っていますけれども、さほどインパクトはなくて、実を言うと、

それを契機にということではないのですけれども、ＰＳＲのＰＳＡ、定期安全においての

ＰＳＡでは、炉心損傷頻度とか、格納容器破損、機能喪失は数字として公表しております。

なので、今は、そういったところ、特に内部事象のＰＳＡについては、特段のストレスを

感じながら公表しているということではないというのが実態です。

では、すべからくそういう形で何でも数字を出せるかというと、必ずしもそうでない面

もあろうかと思っていまして、現状は安全委員会が安全目標の中間とりまとめである数値

を出していって、それに対応する形で性能目標は炉心損傷頻度等に際してマイナス４乗と

か、そういう数字があって、それに対してこうですと、特にプラントとしてこうですとい

う形で出しているので、余り生々しく感じられないところもあると思っていまして、では、

安全目標で言っている死亡確率みたいな形で提示していくような機会があったとすると、

それは少し話が変わってくるのではないかなと思っていまして、今、確固たる公表の方針

を持っているわけではないのですけれども、それなりにケアをしてやってきていて、状況

に応じて対応してきているというのが実態です。

○山口主査 では、もう一つの、今、ＮＵＣＩＡのデータはフリーアクセスになっている

ということなのですけれども、なぜ公開するのかということですね。公開して何のいいこ

とがあるのか、あるいは理解に。

○井川委員 そうではなくて、今、宮田さんもお答えになったとおり、その場に応じて結

構柔軟にという、いい言い方をすれば柔軟ですけれども、ごめんなさい、ちょっと揚げ足

取るような言い方で悪いけれども、それは、ひっそり出しているというか何というか、こ

ういったリスク評価の情報について、打って出るというか、御理解を深めるために、あえ

て工夫なり、いろんなことをして、わかりやすく説明し、積極的に活用されているのかな

というのは、ちょっと疑念がこれありで、難しいということもあるのでしょうけれども、

それをＮＵＣＩＡの運営母体であるところも含めて、事業者の方々、国は当然なのでしょ

うけれども、積極的に活用する戦略みたいなものを、学会を含めて練っているという動き

はあるのかどうかという、そういうことなのです。

○山口主査 データだけで語れる話ではないのでしょうけれども、原技協の方で、ＮＵＣ

ＩＡはこうやって公開して、せっかく公開しているのだったら、今、井川委員がおっしゃ

ったように、それを国民が公開性とか、あるいは透明性みたいな話でちゃんと理解してい

ただくというのはいいことだと思うのですが、その辺の考え方といいますか、データの話
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から、多分、ＰＳＡの結果とか、そういうものも含めて、もっと大きな話になると思うの

ですが、原技協の御見解と、あと、できましたら、保安院からも一言、御意見あったら伺

いたいなと思いますけれども、いかがでしょうか。

○日本原子力技術協会（河井） 余り大きな話のところ私はお答えできる知恵もないんで

すけれども、ＮＵＣＩＡについては、基本的には電力が、最近、地元との信頼感醸成とい

うことで、どんどん情報公開の方向になっていますので、そこで公開されたものは全部こ

こへ入れていただけるということで、それはフリーアクセスで皆さんが見ていただけると

いうことです。

基本的にトラブル情報というのは、８ページを見ていただくと３種類の性質があります。

１番目がトラブル情報、２番目が保全品質情報で、自主保安の高度化の観点から、自主保

安に役立てるため。１は法令関係です。２は、その他日常の保守点検などで見つけられた、

ちょっとした異常ということです。そういう意味では、当初、始めたころはそうでもなか

ったのですけれども、ここ１０年ぐらい電力は非常に積極的に入れていただいて、地元と

の情報公開ということで進められているのだろうと思っています。我々は、ＰＳＡ用のデ

ータに加工するのが１つですけれども、我々の方で主としてやっているのは、もう一つ、

トラブル事例から共通的な教訓を引き出して電力に役立てていただこうというような勧告

も出しているという仕事をしております。

以上でございます。

○山口主査 何かございますか。

○生越課長 そういった情報をどんなふうに効果的に、あるいはわかりやすく御説明をし

ていくかということだと思いますけれども、まさにそうした視点は大事だと思ってござい

ます。ただ、実際のところ、そういうのが十分に行われてきたかどうかということにつき

ましては、お手元のファイルの中に、前回も少し御説明しました基本的考え方ということ

で、番号で言うと２という耳をつけている資料がございますけれども、実はこの中にも、

国民への説明と理解の重要性ということについて書いてございます。ただ、そういった中

で、先ほどのアクシデントマネジメントのときのことなどもあるかと思うのですけれども、

どんな形で、どんなふうに御説明していくかというのは、本当にしっかり考えていかなけ

ればいけないことだと思っておりますので、まさにそうしたときにどんなふうにしていく

といいかということも含めて、こちらの検討会の場でもいろいろ御意見、御提言を賜りな

がら進めていければと思ってございますので、よろしくお願いいたします。

○山口主査 ありがとうございます。

まさにリスク情報活用はこういうところで議論はしているのですけれども、国民から支

持していただいて、理解していただいて初めて使えるものなので、そういう観点でもいろ

いろ御意見いただいて、これからの実施計画の方にいろいろ盛り込んでいければなという

ふうに感じた次第です。

ほかに。どうぞ、野口委員。
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○野口委員 今日、参考資料１３－２まで用意していただいてありがとうございました。

前回、リスクって何ですかと、このメンバーからすると、何を今更という質問をした者で

すが、実は、今日のＪＮＥＳの御説明と関係があるので、全体としてお話ししておくと、

私があの質問をしたのは、今、世の中で、原子力以外にも非常に多くの安全分野でリスク

の考え方が導入されていて、逆に安全分野以外にもリスクマネジメントがものすごい勢い

で出てきます。当然、今回ここで検討するリスク情報の活用というものも、その中で見ら

れるということをやはり意識しておかなくてはいけないなということを感じたということ

で、質問しました。そういう意味で、例えば、ここで議論する安全という範囲をどうする

かも考える必要があると思います。

今、ＰＳＡというのはほとんどのものが炉心損傷等を前提として、放射性物質が外に出

ていくという大きなリスクを対象にしている場合が多いのですが、例えば、原子力を１施

設として見た場合には、止まるということだけでも非常に大きなリスクです。そうすると、

ＪＮＥＳの話があったように、例えば、法令違反等で止めざるを得ないとか、何らかのこ

とで止まるということも、実は一般の施設から見ると非常に大きなリスクとしてとらえら

れている。そこら辺のリスク観をどうするかということ自体も、ほかとの歩調のところも

考えておかなければいけないかなと思います。

原子力はリスクに関しては非常に最先端を行っているわけですけれども、ただ、世の中

のリスクの動きに比べると、若干昔のまま止まっているところもあって、例えば、１３－

２の５ページのリスクの表現にしても、「リスクは、一般的に、望ましくない事象の発生

確率とその事象による被害の大きさの積和で表される。」という表現になっています。こ

れは実は決して一般的な表現ではなくて、ＮＲＣの定義ではあります。安全分野の中だけ

でも「積和で表される。」というのは一般的な表現にはなっていない状況です。例えば、

ＩＳＯの中ではコンビネーションとしか書いていなくて、積和とは書いてありません。そ

ういうリスクの扱い方自体も、世の中の大きな動きの中で原子力というものの位置づけを

かなりしっかり見据えた上で考えていくべきだと思います。今回の議論では、今の延長線

上の議論でいいと思っていますが、少し見ておかないと、この議論というもののリスク情

報を活用して、原子力と社会とをつなげていくということまで含めると、世の中のリスク

の考え方とかマネジメントの動き等も少し念頭に置いておいた方がいいかなということで、

あえてああいう質問をした次第でございます。

○山口主査 ありがとうございます。

リスク情報を活用する上で、社会との接点を意識しながら、少し幅広に議論はしておい

た方がいいという御指摘だと思います。ありがとうございます。

ほかに御質問などございますでしょうか。よろしければ、少し時間超過しましたが、以

上でこの議論を終えたいと思います。どうもありがとうございました。

本日予定しておりました議事は以上ですけれども、委員の先生方から何かもしございま

したら御発言ください。特によろしいでしょうか。
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それでは、最後に、事務局から連絡事項がありましたらお願いいたします。

○生越課長 本日は、長時間にわたり御議論いただきましてありがとうございました。

次回は１１月４日木曜日の午前１０時からということでございます。皆様、お忙しいと

ころ恐縮でございますけれども、どうぞよろしく御対応お願いいたします。

○山口主査 それでは、これをもちまして本日の検討会は閉会とさせていただきます。長

時間にわたりまして御議論いただき、誠にありがとうございました。では、以上で閉会い

たします。


